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市
内
の
私
立
幼
稚
園
と
認
定
こ

ど
も
園
で
は
、　

年
度
に
入
園
す

３１

る
園
児
を
募
集
し
ま
す
。
募
集
人

数
な
ど
詳
細
は
左
表
の
通
り
で
す
。

　
詳
し
く
は
直
接
各
園
へ
（
左
表

参
照
）。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法

　
第
１
号
被
保
険
者
が
支
払
う

　
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
の

３０金
額
は
、
月
額
１
万
６
３
４
０

円
で
す
。
保
険
料
を
ま
と
め
て

前
納
す
る
と
安
く
な
り
ま
す
。

◎
現
金
納
付　
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
ら
れ
て
く
る
納
付
書
で

納
め
ま
す
。
１
年
以
上
の
前
納

を
希
望
す
る
場
合
は
、
年
金
事

務
所
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

前
納
は
「
６
カ
月
」「
１
年
」

「
２
年
」
の
ほ
か
、
任
意
の
月

か
ら
翌
年
度
末
分
ま
で
の
期
間

（
最
長　
カ
月
）
も
可
能
で
す
。

２４

　
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ

ニ
で
納
め
ら
れ
ま
す
が
、　

万
円

３０

を
超
え
る
場
合
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で

は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

◎
口
座
振
替　
口
座
振
替
に
す
る

と
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

ま
す
。
前
納
は
「
１
カ
月
前
納

（
早
割
）」「
６
カ
月
」「
１
年
」

「
２
年
」
が
あ
り
ま
す
。
口
座
振

替
の
「
２
年
前
納
」
は
割
引
率
が

最
も
高
く
お
得
で
す
。

　
※　
年
度
の
前
納
申
込
期
限
は
、

３１

　
年
２
月
末
で
す
。　

年
３
月
で

３１

３１

　
歳
に
な
る
方
、
新
た
に
国
民
年

２０金
に
加
入
す
る
方
の
前
納
手
続
き

の
詳
細
は
、
年
金
事
務
所
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

◎
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
・
継

続
支
払　
継
続
的
に
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
会
社
が
立
て
替
え
納
付
を

行
い
ま
す
。
前
納
は
「
６
カ
月
」

「
１
年
」「
２
年
」
が
あ
り
ま
す
。

前
納
し
た
場
合
の
割
引
率
は
現

金
払
い
と
同
じ
で
す
。

　
※　
年
度
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

３１

ー
ド
納
付
前
納
に
は
申
込
期
限

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
年
金
事

務
所
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

◎
電
子
納
付（
Ａ
Ｔ
Ｍ
、イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
な
ど
）

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ

て
く
る
納
付
書
が
必
要
で
す
。

納
付
書
が
お
手
元
に
な
い
場
合

は
、
年
金
事
務
所
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

　
※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
を
利
用
す
る
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
金
融
機
関
と
契
約
が

必
要
で
す
。
事
前
に
金
融
機
関

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

　
　
月
１
日
か
ら
「
あ
は
き
療
養

１０
費
」適
正
化
の
一
貫
と
し
て
、「
医

師
の
同
意
・
再
同
意
」
に
関
す
る

制
度
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
今
後
は
、
初
回
の
同
意
だ
け
で

は
な
く
、
６
カ
月
ご
と
に
当
該
疾

病
に
つ
い
て
、
現
に
診
療
を
受
け

て
い
る
主
治
医
の
診
察
を
受
け
た

上
で
、
文
書
に
よ
る
再
同
意
を
受

け
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
適
切
に
対
応
し
な
い
と
、
療
養

費
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
国
民
健
康
保
険
に
加

入
の
方
は
保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
の

方
は
同
課
高
齢
者
医
療
係
☎
４
７

０
・
７
８
４
６
、
被
用
者
保
険
に

加
入
の
方
は
加
入
す
る
医
療
保
険

窓
口
へ
。

特
別
徴
収
１
年
目
の
方
・ 

昨
年
途
中
で
納
付
書
ま
た
は 

口
座
振
替
（
普
通
徴
収
） 

に

な

っ

た

方

　
①
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
方
＝　
年
中
に
公

２９

的
年
金
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
た

方
で
、　

年
４
月
１
日
現
在
、
公

３０

的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
の
対

象
と
な
る
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の

支
払
い
を
受
け
て
い
る　
歳
以
上

６５

の
方
。
た
だ
し
、
次
の
方
は
引
き

落
と
し
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん

　
▼　
年
１
月
1
日
現
在
、
市
内

３０

に
住
所
を
有
し
な
い
方
（
転
出
し

た
方
な
ど
）
▼
老
齢
基
礎
年
金
な

ど
の
支
給
額
が
年　
万
円
未
満
の

１８

方
▼
介
護
保
険
料
が
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
さ
れ
な
い
方
▼
障

害
年
金
・
遺
族
年
金
の
み
を
受
給

し
て
い
る
方
（
課
税
対
象
に
な
ら

な
い
た
め
）

　
②
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
開
始
時
期
＝　
年　
月
支
払
い

３０

１０

分
か
ら

　
③
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
年
金
＝
老
齢
基
礎

年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
、
退
職
共

済
年
金
な
ど

　
④
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
市
民
税
・
都
民
税

＝
対
象
と
な
る
の
は
公
的
年
金
な

ど
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
の
み
で
す
。
年
金
所
得
の

他
に
給
与
所
得
、
不
動
産
所
得
な

ど
の
所
得
が
あ
る
場
合
、
こ
れ
ら

の
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税

は
従
来
通
り
、
給
与
か
ら
の
特
別

徴
収
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

（
普
通
徴
収
）
に
よ
る
納
付
に
な

り
ま
す

　
⑤
公
的
年
金
か
ら
の
徴
収
方
法

＝
６
月
・
８
月
は
納
付
書
ま
た
は

完
了
し
た
た
め
、
次
の
通
り
上
の

原
地
区
内
の
道
路
の
交
通
開
放
を

行
い
ま
す
。

　
な
お
、
新
た
な
ア
ク
セ
ス
道
路

お
よ
び
東
村
山
都
市
計
画
道
路

３
・
４
・　

号
線
に
つ
い
て
は
、

２０

　
月　
日
（
木
）
に
交
通
開
放
を

１０

２５

予
定
し
て
い
ま
す
。

　
【
開
放
日
時
】　
月　
日（
金
）午

１０

１９

前　
時
（
予
定
）

１１
　
【
開
放
区
間
】
下
図
の
通
り

　
詳
し
く
は
都
市
計
画
課
土
地
利

用
計
画
担
当
☎
４
７
０
・
７
７
８

２
へ
。

　
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
自
然
と
調

和
し
た
「
複
合
多
機
能
都
市
」
を

目
指
し
て
、
上
の
原
地
区
の
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
こ

の
た
び
、
地
区
内
の
道
路
整
備
が

交通開放案内図

東3
・4・
20号
線

東3
・4・
20号
線

新
た
な

ア
ク
セ
ス
道
路

東中学校

上の
原か
たらい

通り

上の原交番

上
の
原
通
り

東公園中央公園中央公園

北公園北公園

交通開放区間

信号機新設箇所

上の原地区

口
座
振
替
（
普
通
徴
収
）、　

月
・
１０

　
月
・
２
月
は
公
的
年
金
か
ら
の

１２引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
に
な

り
ま
す
（
左
上
表
１
参
照
）

特
別
徴
収
２
年
目
以
降
の
方

　
「
引
き
落
と
し
の
対
象
者
」「
引

き
落
と
し
の
対
象
と
な
る
年
金
」

「
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な
る
市

民
税
・
都
民
税
」
に
つ
い
て
は
１

年
目
の
方
と
同
様
で
す
。

　
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
の

開
始
時
期
＝　
年
４
月
支
給
分
か

３０

ら
。
た
だ
し
、
４
月
・
６
月
・
８

月
分
は
仮
徴
収
と
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ
前
年
度
の
年
税
額
の
６
分
の
１

の
金
額
を
公
的
年
金
か
ら
引
き
落

と
し
（
特
別
徴
収
）
し
ま
す
。　
１０

月
・　

月
・
２
月
分
は
、
そ
の
年

１２

度
の
市
民
税
・
都
民
税
額
か
ら
こ

の
仮
徴
収
分
を
差
し
引
い
た
金
額

を
、
公
的
年
金
か
ら
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
し
ま
す
（
左
上
表

２
参
照
）。

◎
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
が

中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
開

始
後
、
公
的
年
金
な
ど
の
支
給
停

止
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
は
、
引

き
落
と
し
が
中
止
と
な
り
、
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）

に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

　

歳
未
満
で
公
的
年
金 

６５な
ど
を
受
給
し
て
い
る
方

　
　
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

６５
所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与

所
得
の
市
民
税
・
都
民
税
が
給
与

か
ら
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

さ
れ
て
い
る
方
は
、
公
的
年
金
な

ど
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
を
給
与
か
ら
の
引
き
落
と

し
分
と
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
希
望
す
る
方
は
、
勤
務
先
の

担
当
者
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

勤
務
先
か
ら
の
特
別
徴
収
へ
の
切

り
替
え
申
請
に
基
づ
き
、
課
税
課

（
市
役
所
２
階
）
で
合
算
し
ま
す
。

　
な
お
、
給
与
所
得
に
係
る
市
民

税
・
都
民
税
の
納
付
方
法
が
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）

の
方
は
、
取
り
扱
い
の
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
市
民
税
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
３

３
～
２
３
３
７
）
へ
。

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　
【
ご
注
意
】「
児
童
手
当
・
特
例

給
付
現
況
届
」「
児
童
育
成
手
当
現

況
届
」
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、

　
月
に
手
当
が
振
り
込
ま
れ
ま
せ

１０ん
。　

月
以
降
に
当
該
現
況
届
を

１０

提
出
し
た
場
合
は
、
提
出
し
た
翌

月
の
振
り
込
み
に
な
り
ま
す
の
で
、

＝　
月　
日
（
木
）
▼
ひ
と
り
親

１０

１１

家
庭
住
宅
手
当
＝　
月　
日（
月
）

１０

１５

　
※
利
用
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は

入
金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
６
月
～
９
月
分
の
手
当
を
指
定

金
融
機
関
へ
振
り
込
み
ま
す
。

　
【
振
込
予
定
日
】児
童
手
当
＝　
１０

月　
日
（
水
）
▼
児
童
育
成
手
当

１０

な
る
べ
く
早
め
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。「
児
童
手
当・特
例
給
付
現

況
届
」
を
提
出
し
た
方
で
、
支
給

金
額
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、「
児

童
手
当
額
改
定
通
知
書
」
ま
た
は

「
特
例
給
付
額
改
定
通
知
書
」
を

　
月
９
日
（
火
）
に
発
送
し
ま
す

１０
　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
市
で
は
、
私
立
幼
稚
園
に
入
園

手
続
き
を
す
る
際
に
、
幼
稚
園
に

納
入
す
る
た
め
の
資
金
と
し
て
、

対
象
園
児
１
人
当
た
り　
万
円
を

１５

限
度
に
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
て

無
利
子
で
、
返
済　
回
以
内
の
均

１５

等
償
還
方
式
で
お
貸
し
し
ま
す
。

　
な
お
、
市
内
ま
た
は
近
隣
市
に

住
所
を
有
す
る
連
帯
保
証
人
が
必

要
な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
期
間
が
限
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
【
申
請
期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く　
月　
日
（
月
）
～

１０

２２

　
月　
日
（
月
）

１１

１２

　
【
申
請
場
所
】
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
２
階
）

　
詳
し
く
は
同
課
保
育
・
幼
稚
園

係
☎
４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

表１　公的年金からの市民税・都民税の引き落とし
（特別徴収）を開始する年度の徴収方法

（例）年金に係る税額が１万２,０００円の場合
特別徴収（年金からの

引き落とし）
普通徴収（納付書また

は口座振替）徴収の方法

１０月・１２月・２月６月・８月納期・年金支給月
年税額の２分の１
（６,０００円）

年税額の２分の１
（６,０００円）納付額

各月２,０００円各月３,０００円

表２　公的年金からの市民税・都民税の引き落とし
（特別徴収）２年目以降の徴収方法

（例）年金に係る税額が１万７,０００円で前年度の年税額が１万８,０００円の場合
特別徴収（本徴収）特別徴収（仮徴収）徴収の方法

２月１２月１０月４月・６月・８月年金支給月
年税額から仮徴収分を
引いた額（８,０００円）

前年度の年税額の
２分の１（９,０００円）納付額

２,６００円２,６００円２,８００円各月３,０００円

※公的年金からの市民税・都民税の引き落とし（特別徴収）を開始する年度と、引き落
とし（特別徴収）が継続する年度では徴収方法が異なります。

市内の私立幼稚園の募集人数など

受付
開始日

願書の
配布
開始日

募集人数幼稚園名
（所在地・電話番号） ５歳児４歳児３歳児満３歳児

　

月
１
日
（
木
）

１１
　

月　

日
（
月
）

１０

１５

－－９５人１０人神山幼稚園
神宝町１－１７－１２、☎４７１・２５４９

２５人２５人１５人１５人緑ヶ丘幼稚園
学園町１－９－２７、☎４２１・９２２９

若干名若干名１２０人－落合幼稚園
新川町１－１３－１９、☎４７１・２６３９

若干名若干名１００人－久留米神明幼稚園
中央町２－９－３０、☎４７１・２７２６

－－６４人－１号児
前沢幼稚園
（認定こども園東久留米
こども園）
前沢２－２－２、
☎４７１・４１５５

－－２３人－２号児

１０人－４６人－豊島なでしこ幼稚園
東本町８－１４、☎４７１・３７７２

－若干名３５人－自由学園幼児生活団幼稚園
学園町１－１１－１７、☎４２２・３１１８

市
民
税
・
都
民
税

公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
の
お
知
ら
せ

市
内
の
私
立
幼
稚
園
と
認
定
こ
ど
も

市
内
の
私
立
幼
稚
園
と
認
定
こ
ど
も
園園

　

年
度
に
入
園
す
る
園
児
を
募
集
し
ま

年
度
に
入
園
す
る
園
児
を
募
集
し
ま
すす

３１３１

私
立
幼
稚
園
入
園
支
度
金
貸
付
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

月
は
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
・

１０ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当
の
定
例
払
い
月
で
す

上
の
原
地
区
内
の
道
路
を

交
通
開
放
し
ま
す

は
り
師
、
き
ゅ
う
師

は
り
師
、
き
ゅ
う
師
、、

あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
師

あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
師
のの

施
術
に
係
る
療
養
費
（
あ
は
き
療
養
費
）

施
術
に
係
る
療
養
費
（
あ
は
き
療
養
費
）
のの

制
度
が
変
わ
り
ま

制
度
が
変
わ
り
ま
すす


